
�愛媛県告示第８０６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部八幡浜支局商工観光

室並びに八幡浜市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２５年７月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

フジグラン北浜

八幡浜市北浜一丁目１５９０－２４ 外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

株式会社フジ

松山市宮西一丁目２番１号

代表取締役 尾� 英雄

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社フジ

松山市宮西一丁目２番１号

代表取締役 尾� 英雄

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成２６年２月２５日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

７，２７４平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

４７０台

イ 駐輪場の収容台数

１６５台

ウ 荷さばき施設の面積

３５８平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

５６．７立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前７時 閉店時刻 午後１１時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前６時４５分から午後１１時１５分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

４箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成２５年６月２４日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部

八幡浜支局商工観光室並びに八幡浜市役所において告示の日から

１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

発 行 愛 媛 県
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�愛媛県告示第８０７号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２５年７月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

今治市玉川町鬼原字橋河原乙１２の３、乙１２の４、乙１２の６、乙

１２の７

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

土地改良事業用地とするため

�愛媛県告示第８０８号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７７条の３５の５第２項の規定により指定構造計算適合性判定機関から構造計算適合性判定の業務を

行う事務所の所在地の変更の届出があったので、建築基準法に基づく指定構造計算適合性判定機関の指定（平成２３年１０月愛媛県告示第１２５２

号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２５年７月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

２ 構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地

名 称 事務所の所在地

省略

福島事務所 省略

埼玉事務所 埼玉県さいたま市浦和区高砂二丁目２番３号

省略

�������
�愛媛県告示第８０９号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市新浜土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２５年７月９日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 吉 田 秋 盛 松山市東山町１７番１０号

〃 黒 田 光 正 松山市松ノ木一丁目１０番３号

〃 山 本 恒 雄 松山市東山町１８番９号

〃 木 西 悦 徳 松山市高山町９番２２号

〃 重 松 清 信 松山市松ノ木一丁目１０番３６号

〃 黒 田 房 利 松山市新浜町１５番１０号

〃 高 山 浩 一 松山市梅津寺町乙５６番地１６８

〃 北 野 宏 之 松山市高浜町四丁目１５３３番地

〃 森 茂 喜 松山市高浜町六丁目１６８１番地

〃 舛 矢 成 一 松山市高浜町六丁目１６９１番地

〃 黒 田 信 利 松山市石風呂町９３１番地

監 事 松 本 恵 生 松山市新浜町９番２号

〃 坪 内 弘 行 松山市高浜町六丁目１６０９番地４

〃 五領田 誠 志 松山市松ノ木一丁目９番２６号

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 森 稔 松山市新浜町１０番４６号

〃 吉 田 秋 盛 松山市東山町１７番１０号

〃 藤 田 博 松山市内浜町４番１５号

〃 黒 田 光 正 松山市松ノ木一丁目１０番３号

〃 石 崎 恵 松山市高浜町二丁目乙１４番地１９８

〃 黒 田 盛 秋 松山市石風呂町８８８番地

〃 森 信 雄 松山市高浜町六丁目１６８４番地

〃 高 山 浩 一 松山市梅津寺町乙５６番地１６８

〃 石 崎 元 数 松山市高浜町六丁目１６８８番地

〃 木 西 悦 徳 松山市高山町９番２２号

〃 重 松 清 信 松山市松ノ木一丁目１０番３６号

監 事 松 本 恵 生 松山市新浜町９番２号

〃 石 崎 義 典 松山市高浜町六丁目１７４２番地１

〃 五領田 誠 志 松山市松ノ木一丁目９番２６号

�������
�愛媛県告示第８１０号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市北条辻土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２５年７月９日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

就 任

２ 構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地

名 称 事務所の所在地

省略

福島事務所 省略

省略

改 正 後 改 正 前
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役員の種類 氏 名 住 所

理 事 川 口 清 隆 松山市北条辻１０１番地２

〃 松 岡 仁志紀 松山市北条辻３７２番地

〃 重 松 富 行 松山市北条辻３９９番地

〃 高 橋 章 松山市北条辻１８５番地１

〃 井 上 修 松山市北条辻８２７番地３

〃 西 原 弘 松山市北条辻１１２６番地２

〃 西 原 強 松山市北条辻１１７３番地９

〃 篠 原 武 司 松山市北条辻７７番地１

〃 安 居 昭 和 松山市北条辻５９３番地１

〃 和 田 富二雄 松山市北条辻２６４番地６

〃 室 岡 章 松山市北条辻４２５番地

監 事 松 岡 長 茂 松山市北条辻２０１番地

〃 松 岡 俊 樹 松山市北条辻１２３１番地

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 川 口 清 隆 松山市北条辻１０１番地２

〃 松 岡 長 茂 松山市北条辻２０１番地

〃 杉 田 一 雄 松山市北条辻３９８番地

〃 井 上 修 松山市北条辻８２７番地３

〃 西 原 弘 松山市北条辻１１２６番地２

〃 松 岡 俊 樹 松山市北条辻１２３１番地

〃 白 石 恭 三 松山市北条辻４０６番地２

〃 安 居 昭 和 松山市北条辻５９３番地１

〃 和 田 富二雄 松山市北条辻２６４番地６

〃 八 塚 俊 光 松山市北条辻１５０７番地

監 事 重 松 富 行 松山市北条辻３９９番地

〃 西 原 強 松山市北条辻１１７３番地９

�愛媛県告示第８１１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２５年７月９日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２５年７月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２５年７月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２５中局建（開）第１８号

平成２５年６月２８日
伊予市米湊字野中１２０６番１、１２０６番２

伊予市米湊８３４番地２０

株式会社亀岡

代表取締役 亀 岡 英 文

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２５年６月２４日 特定非営利活動法人日本女子野
球協会 大 倉 孝 一 松山市大街道一丁目５番地６ この法人は、野球を愛好する女性に対して、楽

しく、目的を持ってプレー出来る環境作りを構
築していく事業を行い、女子野球の振興に寄与
することを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２５年６月２６日 特定非営利活動法人グループホ
ームしいのみ 村 上 康 彦 松山市緑町１丁目７番地１５ 本法人は、高齢者や心身に障害のある人等の個

性を大切にした福祉・介護保険事業の運営をは
じめ、認知症に関する情報の提供を行うことに
より、高齢者や心身に障害のある人等が安心し
て暮らせ、人間としての尊厳が保持される社会
の実現に寄与することを目的とする。

��������������
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�公 告

平成２５年度行政書士試験の実施について

行政書士法（昭和２６年法律第４号）第４条第１項の規定により愛

媛県知事から一般財団法人行政書士試験研究センターに委任された

行政書士試験について、行政書士試験の施行に関する定め（平成１１

年自治省告示第２５０号）第８に基づき、次のとおり公示します。

平成２５年７月９日

一般財団法人行政書士試験研究センター

理事長 磯 部 力

１ 試験期日

平成２５年１１月１０日（日）午後１時から午後４時まで

２ 愛媛県における試験場所

松山市大可賀２－１－２８ アイテムえひめ

３ 試験の科目及び方法

� 試験の科目

試験科目 内 容 等

行政書士の業務に

関し必要な法令等

（出題数 ４６題）

憲法、行政法（行政法の一般的な法

理論、行政手続法、行政不服審査法、

行政事件訴訟法、国家賠償法及び地

方自治法を中心とする。）、民法、

商法及び基礎法学の中からそれぞれ

出題し、法令については、平成２５年

４月１日現在施行されている法令に

関して出題します。

行政書士の業務に

関連する一般知識

等

（出題数 １４題）

政治・経済・社会、情報通信・個人

情報保護、文章理解

� 試験の方法

ア 試験は、筆記試験によって行います。

イ 出題の形式は、「行政書士の業務に関し必要な法令等」は

択一式及び記述式、「行政書士の業務に関連する一般知識等」

は択一式とします。

※ 記述式は、４０字程度で記述するものを出題します。

４ 受験手続

� 郵送による受験申込み

ア 受付期間

平成２５年８月５日（月）から９月６日（金）まで

イ 受付場所

一般財団法人行政書士試験研究センター

受験願書と一緒に配布する封筒により簡易書留郵便で郵送

してください（あて先は印刷されています。）。９月６日の

消印があるものまで受け付けます。

ウ 提出書類

受験願書一式（配布場所についてはオを御覧ください。）

エ 受験手数料

７，０００円

受験手数料の納付方法については、試験案内を御覧くださ

い。

オ 試験案内及び受験願書の配布方法、配布期間及び配布場所

� 郵送配布

配布期間 平成２５年８月５日（月）から８月３０日（金）

まで

郵送を希望する方は、１４０円分の切手を貼った、あて先

明記の返信用封筒（角形２号：Ａ４サイズの用紙が折らず

に入る大きさ）を同封した上、封筒の表に「願書請求」と

朱書きして、下記あて先まで郵便で請求してください。

（８月３０日必着のこと）

名称 一般財団法人行政書士試験研究センター

あて先 〒１００－８７７９ 日本郵便株式会社 銀座郵便局

留

� 窓口配布

ａ 配布期間

平成２５年８月５日（月）から９月６日（金）まで

ｂ 配布場所

別表に掲げる場所

� インターネットによる受験申込み

ア 受験申込み画面への入力

一般財団法人行政書士試験研究センターのホームページ

（http : //gyosei-shiken.or.jp）からインターネット出願画面

に接続し、画面の項目に従って必要事項を漏れなく入力して

ください。

なお、申込完了メール不着等インターネット出願システム

に関するお問い合わせ先は、ホームページに掲載します。

イ 受験手数料の払込み

� 受験手数料（７，０００円）の払込みは、クレジットカード

（申込者本人名義のものに限る。）による決済のみとなり

ます。

� 利用できるクレジットカード

ＶＩＳＡ・Ｍａｓｔｅｒ・ＵＣ

� 一旦払い込まれた受験手数料は、原則として返還しませ

ん。

ウ 受付期間

� 平成２５年８月５日（月）午前９時から９月３日（火）午

後５時まで

この出願システムは、９月３日（火）午後５時で終了し

ます。午後５時までに入力を完了していないと、たとえ接

続中（入力中）であっても申込みができなくなりますので

御注意ください。

� 最終日（９月３日）は大変混雑が予想されますので、余

裕を持って申し込んでください。

� 連絡先（問い合わせ先）

一般財団法人行政書士試験研究センター

電話番号 ０３－３２６３－７７００

５ 特例措置の実施

身体の機能に障がいのある方で試験中の特例措置（車椅子の使

用、点字受験など）を希望される方は、事前に申請の手続が必要

となります。受験申込みをする前に必ず一般財団法人行政書士試

験研究センターへご相談ください。

雑 報
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６ 合格発表の日時及び方法

� 日時

平成２６年１月２７日（月）午前９時

� 方法

一般財団法人行政書士試験研究センターの掲示板に合格者の

受験番号を公示（掲示）します。なお、公示後、受験者全員に

合否通知書を郵送します。また、一般財団法人行政書士試験研

究センターのホームページ（http : //gyosei-shiken.or.jp）に合

格者の受験番号を登載します。

別表（４関係） 愛媛県における試験案内及び受験願書の配布場所

配布場所 所 在 地 配布時間

愛媛県総務部管理局私

学文書課

松山市一番町４－４

－２

午前８時

３０分から

午後５時

１５分まで

愛媛県東予地方局総務

企画部総務県民課

西条市喜多川７９６－

１

愛媛県東予地方局今治

支局総務県民室

今治市旭町１－４－

９

愛媛県中予地方局総務

企画部総務県民課
松山市北持田町１３２

愛媛県南予地方局八幡

浜支局総務県民室

八幡浜市北浜１－３

－３７

愛媛県南予地方局総務

企画部総務県民課

宇和島市天神町７－

１

愛媛県行政書士会 松山市錦町９８－１

愛媛県行政書士会館

午前９時

から午後

５時まで

注 土曜日及び日曜日は、配布しません。

平成２５年７月９日 発行
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